
担当

（平成30年7月2日現在）

未来につなげる先人の想い

●預金保険制度の対象商品です。（当金庫に複数の口座をお持ちの場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。）●総合口座の担

保とすることができます（貸越利息は、担保定期預金の約定利率に０．５％を上乗せした利率）。●「犯罪収益移転防止法」による本人特定事項等の確認ができない場

合は、お預け入れいただくことができません。●詳しくは最寄りの店舗又は「なんでも相談」ダイヤル（０８００-２００-７６４３）にご相談ください。

～その他ご留意していただきたい事項～

○金融機関（当金庫以外の金融機関を含む）で相続手続き完了後１年以内に、

相続による取得資金を原資としてお預けいただける個人又は個人事業主の方。

○期間内であれば相続により取得した当金庫の預金や他金融機関預金又は不動産

や株式 の換金代金も対象となります。（受入保険金も含まれます。）

※ 「相続人であること」「相続手続き完了時期」「相続により取得した金額」を確認

できる資料をお申込み時にご提示願います。

※ 個人名義のみとし、被相続人に対し１相続人１回のみの取扱とします。

○固定金利

○預入時の「スーパー定期」「スーパー定期３００」又は「大口定期」の店頭表示金利

に年０．１０％を上乗せした金利を約定利率として満期日まで適用します。

○自動継続後の金利は、継続日における「スーパー定期」「スーパー定期３００」又は

「大口定期」の店頭表示金利を適用します。

預入期間

預入金額

～定期預金の内容～

ご利用できる方
○１００万円以上相続による

取得金額を上限とします。

適用利率

○６か月・１か年　定型型

自動継続

（元金継続・元利継続）

店頭又は当金庫ホームページ（https://www.shinkin.jp/midori/)に商品概要説明書をご用意しております。

相続専用定期預金

預入期間・適用金利

６か月

１か年

スーパー定期

スーパー定期３００

大口定期

＋年 0.10%
店頭表示金利

●預入金額に応じて次の商品でお預かりします。

スーパー定期 １００万円以上 ３００万円未満

スーパー定期３００ ３００万円以上１,０００万円未満

大口定期 １,０００万円以上

●自動継続後の金利は、継続日における

スーパー定期・スーパー定期300又は 大口定期の

店頭表示金利を適用します。

●詳しくは担当者にお聞きいただくか、「商品概要説明書」

でご確認ください。

ご留意事項

広島みどり信用金庫



○原則中途解約できません。

○当金庫がやむをえないと認め満期日前に解約する場合は、以下の算式により計算した期限前解約利息とともに支払います。

  ＜スーパー定期・スーパー定期３００＞

   ・６ヵ月未満・・・解約日における普通預金の利率　・６カ月以上１年未満・・・約定利率×５０％

  ＜大口定期＞

  次のＡ、Ｂ及びＣ（Ｂ及びＣの算式により計算した利率の小数点第４位以下は切り捨てます。但し、Ｃの算式により計算した

  利率が０％を下回る時は０％とします。）のうち最も低い利率

  Ａ：解約日における普通預金の利率 　 Ｂ：約定利率ー約定利率×３０％

  Ｃ：約定利率ー{（基準利率ー約定利率）×（約定日数ー預入日数)}÷預入日数

中途解約の取扱

いつでも　どこでも　ハートフル　広島みどり信用金庫

○預金保険制度の付保対象預金です。（当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して１，０００万円

   までとその利息が保護されます。）

○受取利息には２０％（国税1５％、地方税５％）の税金がかかります。

（ただし、マル優ご利用の場合は非課税となります。）

※平成２５年１月１日から平成４９年１２月３１日までの間にお受取りになる利息等には「復興特別所得税」が

   課税されますので、２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金がかかります。

（平成30年7月2日現在）

未来につなげる先人の想い

相続専用定期預金　みどりのまごころ

○金融機関（当金庫以外の金融機関を含む）で相続手続き完了後１年以内に、相続による取得資金を原資としてお預け

　　いただける個人又は個人事業主の方にご利用いただけます。

○期間内であれば相続により取得した当金庫の預金や他金融機関預金又は不動産や株式の換金代金も対象となります。

　（受入保険金も含まれます。）

※ お申込み時に「相続人であること」「相続手続き完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる資料をご提示願います。

※ 個人名義のみとし、被相続人に対し１相続人１回のみの取扱とします。

ご利用できる方

○１００万円以上相続による取得金額

　　を上限とします。

税金

その他参考となる事項

○次の①から③の書類等をお持ちください。

① 本人確認書類

② お届け印

③ ｢相続人であること」｢相続手続き完了時期｣「相続により取得した金額」が確認できる書類

　（例）・戸籍謄本の写し＋被相続人名義の解約済通帳又は計算書の写し

　　　　・遺言書の写し＋被相続人名義の解約済通帳又は計算書の写し

　　　　・遺産分割協議書の写し

　　　　・金融機関に提出した相続依頼書の写し

必要書類

○自由金利型定期預金＜Ｍ型＞(「スーパー定期」「スーパー定期３００」)又は自由金利型定期預金＜大口定期＞

　 定型型　６か月・１か年　自動継続型（元金継続・元利継続）
預　　入　　期　　間

○付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算。

利　　　　　　　　　息

○１円単位

預　　入　　金　　額

○固定金利

○預入時の「スーパー定期」「スーパー定期300」又は「大口定期」の店頭表示金利に年０．１０％を

　 上乗せした金利を約定利率として初回満期日まで適用します。

○自動継続後の金利は、継続日における「スーパー定期」「スーパー定期300」又は「大口定期」

　 の店頭表示金利を適用します。

適用金利

○満期日以後に一括して支払います。払戻方法

付利単位

預入方法 ○一括預入 預入形式 ○総合口座通帳又は証書形式

預入金額 預入単位

●当金庫は、誠実・公正な勧誘・販売を心掛け、お客様に対し断定的な判断の提供、事実と異なる説明及び誤解を招く説明・勧誘は一切いたしません。

●当金庫は、反社会的勢力からの如何なる申込も、一切受付いたしません。 ●詳しくは、担当者もしくは窓口までお気軽にお問い合わせください。

商 品 内 容


